
令和２年４月３０日

各小・中学校 保護者 様

山口市教育委員会

新型コロナウイルスの感染症対策のための臨時休業について

薫風の候、保護者の皆様には、平素から各学校での教育活動に対しまして御理解、

御協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。

さて、市内小・中学校におきましては、４月１４日（火）～５月６日（水）を臨時

休業としておりますが、この度、県教育委員会から県立学校の県内一斉臨時休業をさ

らに延長する旨通知がありました。これを踏まえ、山口市立小・中学校の臨時休業を

下記のとおり延長いたします。

保護者の皆様におかれましては、引き続き御迷惑をおかけいたしますが、子どもた

ちの安全安心のために御理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

記

１ 臨時休業対象校

山口市立各小・中学校

２ 臨時休業期間

令和２年４月１４日（火）から令和２年５月６日（水）までを

令和２年５月２４日（日）まで延長

※５月８日（金）は、臨時登校日とし、臨時休業中の学習の指示や生活指導の確認

等をする予定としております。

３ 留意事項

臨時休業中の緊急な連絡等につきましては、各学校からお知らせいたします。

児童生徒の臨時休業中の過ごし方につきましては、最新の情報を注視しながら、

不要不急の外出を避ける等、感染防止に向けて引き続き御協力ください。


